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暮
ら
す

暮
ら
す

暮
ら
す

母
子
保
健
業
務
の
嘱
託
職
員

採
用
期
間
平
成
28
年
８
月
１
日
〜

29
年
３
月
31
日　

勤
務
日
時
月
〜

金
曜
日
の
う
ち
４
日
間
、８
時
30

分
〜
17
時　

勤
務
内
容
妊
娠
や
出

産
に
関
す
る
相
談
、新
生
児
訪
問

な
ど
の
保
健
指
導　

募
集
人
員
１

名　

賃
金
月
給
17
万
４
千
円（
賞

与
あ
り
。年
２
回
）　

申
込
み
事
前

連
絡
の
う
え
、７
月
20
日
㈬
ま
で

に
履
歴
書
と
助
産
師
・
保
健
師
免

許
書
を
持
っ
て
保
健
セ
ン
タ
ー
へ

☎
２
９
５
９
‐
５
８
１
１

臨
時
職
員（
事
務
補
助
）の

登
録
者

　

市
役
所
や
市
の
公
共
施
設
で
勤

務
す
る
臨
時
職
員
の
登
録
者
を
募

集
し
ま
す
。

勤
務
日
時
①
月
〜
金
曜
日
の
９
時

〜
15
時 

②
土
・
日
曜
日
を
含
む
週

３
日
程
度
の
８
時
30
分
〜
17
時
15

分
な
ど
業
務
に
よ
る　

対
象
28
年

４
月
１
日
現
在
、60
歳
未
満
の
方

募
集
人
員
10
名
程
度　

賃
金
時
給

８
６
０
円　

※
８
月
１
日
㈪
に
事

務
適
性
検
査
と
面
接
あ
り　

申
込

み
事
前
連
絡
の
う
え
、７
月
20
日

㈬
ま
で
に
、履
歴
書
を
持
っ
て
職

員
課
へ
内
線
３
５
１
３

農
業
委
員
会
の
臨
時
職
員

採
用
期
間
平
成
28
年
８
月
１
日
〜

29
年
１
月
31
日　

勤
務
日
時
月
〜

金
曜
日
の
９
時
〜
15
時　

勤
務
内

容
農
地
の
利
用
状
況
調
査
な
ど　

対
象
普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
お

持
ち
で
、パ
ソ
コ
ン
操
作
が
で
き

る
方　

募
集
人
員
２
名　

賃
金
時

給
８
６
０
円　

申
込
み
７
月
20
日

㈬
ま
で
に
履
歴
書
を
持
っ
て
同
事

務
局
へ
内
線
６
０
８
２

公
立
保
育
所
の
臨
時
職
員

▼
臨
時
保
育
士
／
勤

務
日
時
月
〜
金
曜
日
、

８
時
30
分
〜
17
時（
週

５
日
勤
務
。時
差
勤
務
・
土
曜
勤
務

あ
り
）
　

対
象
保
育
士
資
格
を
お

持
ち
の
方　

賃
金
日
給
８
千
25
円

▼
週
休
対
応
保
育
士
／
勤
務
日
時

月
・
金
・
土
曜
日
、８
時
30
分
〜
17

時（
週
３
日
勤
務
）　

対
象
保
育
士

資
格
を
お
持
ち
の
方　

賃
金
日
給

８
千
25
円

▼
朝
・
夕
パ
ー
ト
／
勤
務
日
時
月
〜

金
曜
日
、７
時
30
分
〜
８
時
45
分

と
16
時
〜
18
時
30
分（
週
５
日
勤

務
。土
曜
日
勤
務
あ
り
）　

賃
金
時

給
９
８
０
円（
保
育
士
資
格
を
お

持
ち
の
方
は
１
千
円
）

▼
臨
時
栄
養
士
／
勤
務
日
時
月
〜

金
曜
日
、８
時
30
分
〜
17
時（
週
５

日
。土
曜
勤
務
あ
り
）　

対
象
栄
養

士
免
許
を
お
持
ち
で
、食
物
ア
レ

ル
ギ
ー
対
応
の
調
理
経
験
が
あ
る

方　

賃
金
時
給
１
千
４
０
０
円

▼
臨
時
看
護
師
／
勤
務
日
時
月
〜

金
曜
日
、８
時
30
分
〜
17
時（
週
５

日
勤
務
）
　

対
象
看
護
師
免
許
か
准

看
護
師
免
許
を
お
持
ち
で
、保
育

所
・
病
院
な
ど
で
の
勤
務
経
験
が
あ

る
方　

賃
金
時
給
１
千
４
０
０
円

申
込
み
履
歴
書
、保
育
士
は
保
育

士
登
録
証
の
写
し（
資
格
を
お
持
ち

の
方
）、栄
養
士
は
栄
養
士
免
許
の

写
し
、看
護
師
は
看
護
師
免
許
か

准
看
護
師
免
許
の
写
し
を
持
っ
て

保
育
課
へ
内
線
１
５
４
０

国民健康保険の「限度額適用認定証」と
 「標準負担額減額認定証」の更新・交付

 限度額適用認定証

　医療機関に提示することで、医療費の支払

いを世帯ごとの負担限度額までにできます。

現在の認定証の有効期限は､7月31日㈰です。

8月1日㈪以降に認定証が必要な方は、更新・

交付の手続きをお願いします。なお、70歳以

上で住民税課税世帯の方は、高齢受給者証が

限度額認定証を兼ねるので手続きは必要あり

ません。

持参品個人番号がわかるもの、本人確認書類、

被保険者証、印鑑、現在の限度額適用認定証

（更新の方）

※国民健康保険税の未納がある方には認定証

を交付できません。また、27年分の確定申

告か、市・県民税の申告をしていない方に

は、認定証を交付できないことがあります

 標準負担額減額認定証

　世帯全員が住民税非課税の場合、事前に申

請することで、食事療養費標準負担額（入院中

の食事代の一部）を減額できます。なお、現在、

標準負担額減額認定証を交付されている方で、

28年度も引き続き住民税非課税の方は、更新

の手続きが必要です。

持参品個人番号がわかるもの、本人確認書類、

被保険者証、印鑑、現在の標準負担額減額認定

証（更新の方）

申込み保険年金課へ内線1053

７
月
15
日
〜
24
日
は 　
　

夏
の
交
通
事
故
防
止
運
動

　

こ
の
夏
の
時
季
は
、

開
放
感
や
行
楽
の
疲

労
な
ど
か
ら
交
通
事

故
が
多
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、自
転
車
の
事
故
も
多
発
し

て
い
ま
す
。気
持
ち
も
シ
ー
ト
ベ

ル
ト
も
し
っ
か
り
締
め
て
、安
全

運
転
を
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

重
点
目
標
①
子
ど
も
と
高
齢
者
の

交
通
事
故
防
止 

②
自
転
車
の
安

全
利
用
の
推
進 

③
飲
酒
運
転
の

根
絶
と
路
上
寝
込
み
な
ど
に
よ
る

交
通
事
故
防
止　

問
合
せ
交
通
防

犯
課
へ
内
線
３
６
９
２

休
日
納
税
相
談

　

平
日
の
納
付
や
来
庁
が
困
難
な

方
は
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。な

お
、納
税
相
談
は
、事
前
の
予
約
が

必
要
で
す
。

日
時
７
月
31
日
㈰
、９
時
〜
12
時
、

13
時
〜
16
時　

内
容
納
付
、納
税
相

談
、納
付
書
の
再
発
行　

取
扱
税
目

狭
山
市
分
の
市
・
県
民
税
、固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
、軽
自
動
車
税
、

国
民
健
康
保
険
税
、介
護
保
険
料

問
合
せ
収
税
課
へ
内
線
１
０
７
４

乳
が
ん
・
子
宮
頸け

い

が
ん
の

無
料
検
診

　

対
象
者
に
は
６
月
21
日
㈫
に
ク

ー
ポ
ン
券
を
発
送
し
ま
し
た
の
で
、

期
限
内
に
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
28
年
４
月
20
日
現
在
、市
内

在
住
で
、27
年
４
月
２
日
〜
28
年

４
月
１
日
に
次
の
年
齢
を
迎
え
た

方
▼
乳
が
ん
…
40
歳（
過
去
６
年
間

未
受
診
の
45
・
50
・
55
・
60
歳
の
方
も

含
む
） 

▼
子
宮
頸
が
ん
…
20
歳（
過

去
６
年
間
未
受
診
の
25
・
30
・
35
・
40

歳
の
方
も
含
む
）　

受
診
期
限
29
年

１
月
31
日
㈫　

受
診
場
所
指
定
医

療
機
関
、保
健
セ
ン
タ
ー（
予
約
が

必
要
）　

問
合
せ
保
健
セ
ン
タ
ー
へ

☎
２
９
５
９
‐
５
８
１
１

小
物
フ
ェ
ア

日
時
７
月
29
日
㈮
、９
時
〜
15
時

（
売
切
れ
次
第
終
了
）　

場
所
リ
サ

イ
ク
ル
プ
ラ
ザ　

内
容
整
理
棚だ

な

、

い
す
、小
物
入
れ
な
ど
を
廉
価
で
販

売　

対
象
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

の
方　

問
合
せ
奥
富
環
境
セ
ン
タ

ー
へ
☎
２
９
５
３
‐
２
８
３
１

計
量
器（
は
か
り
）の
定
期
検
査

日
時
・
場
所
▼
８
月
24
・
25
日（
水
・

木
）…
智
光
山
公
園
正
面
駐
車
場

▼
８
月
26
日
㈮
・
30
日
㈫
…
農
村

環
境
改
善
セ
ン
タ
ー 

▼
８
月
29

日
㈪
…
市
民
会
館（
い
ず
れ
も
時

間
は
10
時
〜
12
時
と
13
時
〜
15

時
）　

対
象
取
引
、証
明
に
使
用
す

る
怦

ひ
ょ
う
り
ょ
う
量
２
５
０
㎏
以
下
の
機
械
式

は
か
り　

※
電
気
式
と
２
５
０
㎏

を
超
え
る
機
械
式
は
か
り
は
、別

途
巡
回
検
査
あ
り　

問
合
せ
商
工

業
振
興
課
へ
内
線
２
５
５
２

期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
を

　

７
月
上
旬
に
、次
の
通
知
書
を
お

送
り
し
ま
し
た
。な
お
、特
別
な
事

情
で
一
時
的
に
納
付
が
困
難
な
方

は
、納
付
相
談
が
で
き
ま
す
。ま
た
、

減
免
制
度
な
ど
も
あ
り
ま
す
。詳
し

く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◆
国
民
健
康
保
険
税

対
象
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
い

る
世
帯
の
世
帯
主
の
方　

送
付
書

類「
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知

書
」か
、「
国
民
健
康
保
険
税
納
税

通
知
書
兼
特
別
徴
収
開
始
通
知
」

問
合
せ
保
険
年
金
課
へ
内
線
１
０

５
４

◆
介
護
保
険
料

対
象
65
歳
以
上
の
方　

送
付
書
類

「
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
」か
、

「
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
兼
特
別

徴
収
開
始
通
知
書
」　

問
合
せ
介

護
保
険
課
へ
内
線
１
５
５
１

◆
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

対
象
加
入
の
方　

送
付
書
類「
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通

知
書
」　

問
合
せ
高
齢
者
支
援
課

へ
内
線
１
５
７
５

納
税
呼
び
か
け
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
お
知
ら
せ

　

８
月
１
日
㈪
か
ら
市
税
な
ど
の

納
付
が
遅
れ
て
い
る
方
に
、電
話
で

納
付
を
呼
び
か
け
ま
す
。こ
の
電
話

で
市
税
な
ど
を
特
定
の
口
座
に
振

り
込
む
よ
う
に
伝
え
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。ま
た
、次
の
時
間
帯
以
外

に
電
話
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

対
象
市
・
県
民
税
、固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
、軽
自
動
車
税
、国
民

健
康
保
険
税
、介
護
保
険
料　

時

間
帯
月
・
水
・
金
曜
日
の
９
時
〜
17

時
、火
・
木
曜
日
の
11
時
〜
19
時
、

毎
月
最
終
日
曜
日
の
９
時
〜
17
時

問
合
せ
収
税
課
へ
内
線
１
０
７
４

国
民
年
金
の
付
加
年
金
制
度

　

国
民
年
金
保
険
料
に
付
加
保
険

料
月
額
４
０
０
円
を
加
え
て
納
め

る
と
、老
齢
基
礎
年
金
を
増
額
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。な
お
、付
加

年
金
は
申
し
出
の
あ
っ
た
月
か
ら

加
入
と
な
り
、遡

さ
か
の
ぼ

る
こ
と
や
付
加
年

金
の
み
で
の
加
入
は
で
き
ま
せ
ん
。

対
象
第
１
号
被
保
険
者（
任
意
加
入

被
保
険
者
を
含
む
）　

※
保
険
料

の
免
除
や
納
付
猶
予
を
受
け
て
い

る
方
は
利
用
で
き
ま
せ
ん　

申
込

み
保
険
年
金
課
へ
内
線
１
０
５
６

ア
イ
ド
リ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
プ

に
ご
協
力
を

　

県
の
条
例
に
よ
り
、自
動
車
を

駐
停
車
し
た
と
き
は
、エ
ン
ジ
ン

を
停
止
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。地
球
温
暖
化
や
大

気
汚
染
の
原
因
、近
隣
へ
の
迷
惑

に
も
な
る
不
要
な
ア
イ
ド
リ
ン
グ

は
や
め
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
環
境
課
へ
内
線
３
６
８
１

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術

者
共
通
試
験

試
験
日
11
月
27
日
㈰　

場
所
埼
玉

工
業
大
学（
深
谷
市
）　

受
付
期
間

８
月
22
日
㈪
〜
10
月
７
日
㈮　

※

受
験
案
内
は
８
月
22
日
㈪
か
ら
下

水
道
施
設
課
で
配
布　

問
合
せ
同

課
へ
内
線
２
７
４
８

後期高齢者医療の被保険者証の更新

　 被保険者証の更新（８月以降は緑色になります）

　現在の被保険者証（紫色）の有効期限は､7月31日

㈰です｡8月以降の受診には､7月中旬に簡易書留で

郵送される新しい被保険者証（緑色）をお使いくだ

さい。

　 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付・更新

　世帯全員が住民税非課税の場合、医療機関などに

提示することで、同一の医療機関などで月ごとに支

払う医療費の自己負担限度額が減額されます。お持

ちでない方は、交付の手続きをしてください。

※引き続き8月以降も適用になる方には､7月中に新

　しい認定証をお送りしますので、手続きは必要あ

　りません

持参品被保険者証　

　 一部負担金（窓口負担）を3割から1割に変更でき

　 ることがあります

　平成28年度（27年分）の住民税課税所得が145万

円以上で、次のいずれかに該当する方は、事前の申

請により後期高齢者医療の窓口負担割合が1割にな

ります。

▼被保険者が一人の場合は、収入額が383万円未満 

▼被保険者が複数いる世帯は、収入額の合計が520

万円未満 ▼被保険者が一人で、世帯内の70～74歳

の方の収入額との合計が520万円未満

※1割になると推定される方には､6月中に申請書を

　送付しています

申込み高齢者支援課へ内線1575

募　

集

募　

集

募　

集

（
職
員
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
）

（
職
員
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
）

（
職
員
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
）


